












専決第2号

損害賠償に関する和解専決処分の件

損害賠償に関する和解については、 特に緊急を要するため、 地方自治法（昭

和22年法律第67号）第179条第1項の規定に基づき、 次のとおり専決処分を行

うものとする。

令和7年4月16日専決

1 和解の相手方

　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊　＊＊

2 和解の要旨

八尾市長 山 本 桂 右

記

(1) 本市は、 相 手 方に対し、 本件 事 故に係る物的損 害賠償として、 金

905,300円を支払う。

(2) 今後本件事故に関しては、 双方共裁判上又は裁判外において 一 切異議及

び請求の申立てをしないことを誓約する。

3 事故の概要

令和7年1月9日午後3時30分頃、 八尾市福万寺町七丁目107番地先の狭
あい

溢な道幅の路上において、 本市土木管理事務所職員が公用車を運転中、 前方

から大型トラックが走行してきたので、 行き違いができないと判断し、 道を

譲ろうと公用車を一 旦停車させ後退させたところ、 その後方で停車し ていた

相手方運転の大型バイクに接触し、 そのはずみで当該バイクが転倒し損傷し

たものである。
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